
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

特
別
加
入
の
対
象
と
な
る
事
業
と
し
て
、
歯
科
技
工
士
法
第
二
条
に
規
定
す
る
歯
科
技
工
士
が
行
う
事
業
を
新
た
に
規
定

す
る
こ
と
。

第
二

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
一
の
事
業
に
係
る
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
千
分
の
三
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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